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一般社団法人 千葉県バスケットボール協会Ｕ 部会12
部会長 大橋 一樹

今後の各支部・チームにおける活動について

新型コロナウィルスの影響により、活動自粛を余儀なくされています。先日、緊急事態

宣言が解除されたことにより県知事より各市町村教育委員会に対して、活動再開に向けて

のガイドラインも示され、既に通知もきている市町村も多いと思われます。昨日、ＪＢＡ

よりガイドラインが出され、各指導者の皆様にも通知があったと思います。

各チームにおかれましても、これまで日々の練習や試合、チーム行事の自粛にご協力い

ただき、お礼申し上げます。３月から３か月以上にわたり活動が停止し、新年度のチーム

立ち上げもままならない状態で、大きなストレスと不安をおかけしている現状で、何とか

先の見通しが立たないものかと模索しております。

仮に練習再開ができたとしても、直ぐに対外試合や大会を実施することは、厳しい状況

、 。であるのは間違いなく 徐々に段階を経て通常に近づけていく必要があると考えています

つきましては、今後の各支部・チームにおける活動について、以下の通りの目安を設定

しました。引き続きご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いしま

す。

１ チーム活動再開に向けての段階とめやす ※あくまでもめやすです。強制力

のあるものではありません。

ＳＴＥＰ １ チーム練習の再開が可能になる段階

チームが所属する市町村の教育委員会の判断において【判断のめやす】

①学校の再開 ②学校開放の再開 ③中学校部活動の再開

の３つが実現したとき、主たる活動場所でのチーム練習を再開可能とする。

但し、まだ他チームとの合同練習、練習試合等の交流や移動は行わない。

ＳＴＥＰ ２ 近隣地区内での交流が可能になる段階
【判断のめやす】 のチーム練習が再開して約１か月程度の経過観察を経て近ＳＴＥＰ１

隣地区内での他チームとの交流や移動を可能とする （隣接市町村）。

例） 市川 と 浦安 ○

市川 と 印旛 × といったように！ これを想定。

児童が参加する大会は、７月末まで開催しない。練習試合ＯＫ

ＳＴＥＰ ３ 県内での交流が可能になる段階
【判断のめやす】 の近隣地区内での交流が可能になってから、各チーム・支ＳＴＥＰ２

部・地区の活動状況や県内の感染状況等、相当の経過観察を経て、支部・地区を越え

て県内チームとの交流や移動を可能とする。

関東予選が可能になる。市・地区を越えて練習試合ＯＫ

ＳＴＥＰ ４ 県境を越えての交流が可能になる段階
【判断のめやす】 の県内での交流が可能になってから、県内および関東圏のＳＴＥＰ３

活動状況や感染状況等、相当の経過観察を経て、

県境を越えての県外チームとの交流や移動を可能とする。

千葉県を越えて練習試合ＯＫ
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■ は、県内でも市町村によって対応が異なるため、県Ｕ１２部会と情報共ＳＴＥＰ １
有しながら、チーム所属の支部ごとに判断する。

■ は、全県一斉の措置として、県協会Ｕ１２部会が判断し、その都度通知ＳＴＥＰ２～４
する。

になるまでは、県外の交流を自粛するように。■ＳＴＥＰ ４

■国内・県内の感染状況の変化により、一旦進んだ が後ろに戻る場合がある。ＳＴＥＰ

ＳＴＥＰ１～４全ての段階における留意事項２

①感染防止対策を十分にとる。

②練習日数、時間、内容等が急激に過度にならないように段階的に設定する。

③支部・地区の会議については、集合型では行わず、形態を工夫する。また、抽選会等

は、最小限の役員による責任抽選とする。

④チーム総会、チーム行事、会議についても原則として集合型では行わない。

、 。緊急かつ重要と判断してどうしても会合を行う必要がある場合 は 以下の点に留意する

・必要最少人数の参加

・必要最小時間の内容での実施

・密閉性の低い会場での実施

・参加者同士の間隔をとる。

・飲食を伴わないこと。

・換気、マスク着用、手洗い、うがい、消毒の徹底など

３ 選手の所属する学校で、特段の指示があった場合

① 選手の所属する学校や教育委員会から特段の指示があった場合は、その指示に従

ってください。

４ その他

今回の通知は、チーム活動の再開が間近に控え、その段階とめやすを中心に記述して

子供たちの命います。各チームにおかれましては、引き続きご不便をおかけしますが、

ですので、バスケットボール界も一丸となってこの措と健康を守るために、まだ大切な時期

置にご協力ください。

また、長期間にわたる自粛ムードの中、世間は、様々な活動に対してそれぞれの価値観

をもって厳しい目を向けている現状があります。そんな中、子供たちが不当な誹謗や中傷

を受けることのないように各チームでは、 、情報を冷静に把感染症拡大防止の知見のもと

握して、 してください。統一された規準に基づいて行動

今後も情勢の変化により、さらに措置を変更する可能性もありますので、支部連盟との

連絡を密に取るようにしてください。

※上記は、あくまでもＪＢＡ・県協会の指示のもと判断します。ＪＢＡからのガイドラ

インを支部役員、チーム関係者はしっかりと共有し、徐々に戻れるよう行動してくだ

さい。まずは、練習のできる日が近づいていることは確実です。練習できる喜びを味

わい特に指導者の皆様は、焦らず子供たちを育ててください。

※今後の細かな計画は、Ｕ１２部会の理事会を経て、皆様にお知らせします。

今しばらくお待ちください。


